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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　タッチ位置感知モジュール、前記タッチ位置感知モジュールの下部に配置されたディ
スプレイモジュール、及び前記ディスプレイモジュールの下部であって前記ディスプレイ
モジュールの表示領域と垂直方向において重なる位置に配置され、静電容量を検出するた
めの電極を備えたタッチ圧力感知モジュールを含むタッチ入力装置に対してなされた客体
によるタッチ入力の圧力を前記タッチ圧力感知モジュールで検出し、前記タッチ入力の圧
力が所定の圧力の大きさ以上でタッチされる条件を満たすのか判断する段階と、
　　前記タッチ入力が前記条件を満たす時、少なくとも一つのアイコンがディスプレイさ
れたメニューが前記タッチ入力装置にディスプレイされる段階と、
　　前記客体による前記メニューの操作に基づいて前記タッチ入力装置の動作を制御する
段階と、
　　を含み、
　　前記タッチ入力装置の動作を制御する段階は、
　　前記タッチ入力の圧力又は面積が増加あるいは減少されるように調節されれば、前記
調節された圧力又は面積が属するレベルを決定する段階と、
　　前記少なくとも一つのアイコンのうち前記レベルに対応されるアイコンを選択する段
階と、
　　前記入力されたタッチが解除されれば、前記選択されたアイコンに割り当てられた動
作が実行される段階と、を含み、
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　　前記タッチ入力が前記レベルに留まる時間が所定の時間より小さい場合、前記レベル
に対応されるアイコンが選択されない、
　　メニュー操作方法。
【請求項２】
　　内部にタッチ位置感知モジュールが配置されたディスプレイモジュール、及び前記デ
ィスプレイモジュールの下部であって前記ディスプレイモジュールの表示領域と垂直方向
において重なる位置に配置され、静電容量を検出するための電極を備えたタッチ圧力感知
モジュールを含むタッチ入力装置に対してなされた客体によるタッチ入力の圧力を前記タ
ッチ圧力感知モジュールで検出し、前記タッチ入力の圧力が所定の圧力の大きさ以上でタ
ッチされる条件を満たすのか判断する段階と、
　　前記タッチ入力が前記条件を満たす時、少なくとも一つのアイコンがディスプレイさ
れたメニューが前記タッチ入力装置にディスプレイされる段階と、
　　前記客体による前記メニューの操作に基づいて前記タッチ入力装置の動作を制御する
段階と、
　　を含み、
　　前記タッチ入力装置の動作を制御する段階は、
　　前記タッチ入力の圧力又は面積が増加あるいは減少されるように調節されれば、前記
調節された圧力又は面積が属するレベルを決定する段階と、
　　前記少なくとも一つのアイコンのうち前記レベルに対応されるアイコンを選択する段
階と、
　　前記入力されたタッチが解除されれば、前記選択されたアイコンに割り当てられた動
作が実行される段階と、を含み、
　　前記タッチ入力が前記レベルに留まる時間が所定の時間より小さい場合、前記レベル
に対応されるアイコンが選択されない、
　　メニュー操作方法。
【請求項３】
　　前記アイコンは、記号又はテキストである、請求項１又は２に記載のメニュー操作方
法。
【請求項４】
　　前記メニューがディスプレイされる段階は、
　　第１アイコンが前記メニューにディスプレイされる第１段階と、
　　前記タッチの圧力の大きさ、タッチ面積、及びタッチ時間のうち少なくとも一つが変
更されることにより、第２アイコンが前記メニューにディスプレイされる第２段階と、
　　を含む、請求項１又は２に記載のメニュー操作方法。
【請求項５】
　　前記第２段階は、前記第１アイコンが削除される段階を含む、請求項４に記載のメニ
ュー操作方法。
【請求項６】
　　前記第１段階及び第２段階のうち少なくとも一段階は、
　　１個のアイコンのみがディスプレイされる、請求項４に記載のメニュー操作方法。
【請求項７】
　　前記タッチ入力装置の動作を制御する段階は、
　　前記タッチ入力の位置を前記少なくとも一つのアイコンのうち選択されたアイコン上
に位置させる段階と、
　　前記選択されたアイコンに位置したタッチを解除することによって、前記アイコンに
割り当てられた動作が実行される段階と、
　　を含む、請求項１又は２に記載のメニュー操作方法。
【請求項８】
　前記アイコンを選択する段階は、
　　前記選択されたアイコンのみが前記メニューにディスプレイされる段階を含む、請求
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項１又は２に記載のメニュー操作方法。
【請求項９】
　　前記レベルを決定する段階と、
　　前記アイコンを選択する段階と、
　　前記タッチ入力の位置を前記少なくとも一つのアイコンのうち選択されたアイコン上
に位置させる段階と、
　　は、前記タッチ入力を解除することなしに成される、請求項７に記載のメニュー操作
方法。
【請求項１０】
　　メニューを終了する段階をさらに含み、
　　前記メニューを終了する段階は、
　　前記メニューがディスプレイされる領域の外部領域をタッチするか、あるいは
　　前記タッチ入力の位置を前記メニューがディスプレイされる領域の外部領域に位置さ
せた後、前記タッチを解除することによって実行される、請求項１ないし９の何れか１項
に記載のメニュー操作方法。
【請求項１１】
　 前記タッチ入力装置は、前記タッチ圧力感知モジュールの下部に配置された基板を含
み、
　 前記静電容量は、前記ディスプレイモジュール、前記タッチ圧力感知モジュール、及
び前記基板のうちいずれか一つに含まれた基準電位層と前記タッチ圧力感知モジュールに
含まれた前記電極との間の距離が変化することによって変化する、
　 請求項１ないし１０の何れか１項に記載のメニュー操作方法。
【請求項１２】
　　タッチ位置感知モジュール、前記タッチ位置感知モジュールの下部に配置されたディ
スプレイモジュール、及び前記ディスプレイモジュールの下部であって前記ディスプレイ
モジュールの表示領域と垂直方向において重なる位置に配置され、静電容量を検出するた
めの電極を備えたタッチ圧力感知モジュールを含むタッチ入力装置、プロセッサ、及び制
御器を含み、
　　前記プロセッサは、前記タッチ入力装置に対する客体のタッチによってなされた静電
容量の変化量を前記タッチ圧力感知モジュールを介して測定し、前記測定された静電容量
の変化量及び前記測定された静電容量の変化量から算出されたタッチ圧力の大きさのうち
少なくとも何れか一つを前記制御器に伝達し、
　　前記制御器は、
　　前記プロセッサから伝達された前記静電容量の変化量及び前記タッチ圧力の大きさの
うち少なくとも何れか一つに基づいて、前記客体によって前記タッチ入力装置に所定の圧
力の大きさ以上でタッチされる条件を満たすのか判断する処理と、
　　前記タッチ入力が前記条件を満たす時、少なくとも一つのアイコンがディスプレイさ
れたメニューを前記タッチ入力装置にディスプレイする処理と、
　　前記客体による前記メニューの操作に基づいて前記タッチ入力装置の動作を制御する
処理と、
　　を遂行し、
　　前記タッチ入力装置の動作を制御する処理は、前記タッチ入力の圧力又は面積が増加
あるいは減少されるように調節されれば、前記調節された圧力又は面積が属するレベルを
決定し、前記少なくとも一つのアイコンのうち前記レベルに対応されるアイコンを選択し
、前記入力されたタッチが解除されれば、前記選択されたアイコンに割り当てられた動作
を実行し、
　　前記タッチ入力が前記レベルに留まる時間が所定の時間より小さい場合、前記レベル
に対応されるアイコンが選択されない、
　　メニュー操作装置。
【請求項１３】
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　　内部にタッチ位置感知モジュールが配置されたディスプレイモジュール、及び前記デ
ィスプレイモジュールの下部であって前記ディスプレイモジュールの表示領域と垂直方向
において重なる位置に配置され、静電容量を検出するための電極を備えたタッチ圧力感知
モジュールを含むタッチ入力装置、プロセッサ、及び制御器を含み、
　　前記プロセッサは、前記タッチ入力装置に対する客体のタッチによってなされた静電
容量の変化量を前記タッチ圧力感知モジュールを介して測定し、前記測定された静電容量
の変化量及び前記測定された静電容量の変化量から算出されたタッチ圧力の大きさのうち
少なくとも何れか一つを前記制御器に伝達し、
　　前記制御器は、
　　前記プロセッサから伝達された前記静電容量の変化量及び前記タッチ圧力の大きさの
うち少なくとも何れか一つに基づいて、前記客体によって前記タッチ入力装置に所定の圧
力の大きさ以上でタッチされる条件を満たすのか判断する処理と、
　　前記タッチ入力が前記条件を満たす時、少なくとも一つのアイコンがディスプレイさ
れたメニューを前記タッチ入力装置にディスプレイする処理と、
　　前記客体による前記メニューの操作に基づいて前記タッチ入力装置の動作を制御する
処理と、
　　を遂行し、
　　前記タッチ入力装置の動作を制御する処理は、前記タッチ入力の圧力又は面積が増加
あるいは減少されるように調節されれば、前記調節された圧力又は面積が属するレベルを
決定し、前記少なくとも一つのアイコンのうち前記レベルに対応されるアイコンを選択し
、前記入力されたタッチが解除されれば、前記選択されたアイコンに割り当てられた動作
を実行し、
　　前記タッチ入力が前記レベルに留まる時間が所定の時間より小さい場合、前記レベル
に対応されるアイコンが選択されない、
　　メニュー操作装置。
【請求項１４】
　　前記アイコンは、記号又はテキストである、請求項１２又は１３に記載のメニュー操
作装置。
【請求項１５】
　　前記メニューをディスプレイする処理は、
　　第１アイコンを前記メニューにディスプレイする第１処理と、
　　前記タッチの圧力の大きさ、タッチ面積、及びタッチ時間のうち少なくとも一つが変
更されることにより、第２アイコンを前記メニューにディスプレイする第２処理と、
　　を含む、請求項１２又は１３に記載のメニュー操作装置。
【請求項１６】
　　前記第２処理は、前記第１アイコンを削除する処理をさらに含む、請求項１５に記載
のメニュー操作装置。
【請求項１７】
　　前記第１処理及び第２処理のうち少なくとも一つにおいて、１個のアイコンのみをデ
ィスプレイする、請求項１５に記載のメニュー操作装置。
【請求項１８】
　　前記タッチ入力装置の動作を制御する処理は、
　　前記タッチ入力の位置に応じて前記少なくとも一つのアイコンのうち選択されたアイ
コンを判断する処理と、
　　前記選択されたアイコンに位置したタッチが解除されれば、前記アイコンに割り当て
られた動作を実行する処理と、
　　を含む、請求項１２又は１３に記載のメニュー操作装置。
【請求項１９】
　　前記アイコンを選択する処理は、
　　前記選択されたアイコンのみを前記メニューにディスプレイする処理を含む、請求項
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１２又は１３に記載のメニュー操作装置。
【請求項２０】
　　前記タッチ入力の圧力又は面積が調節されれば、前記少なくとも一つのアイコンのう
ち選択されたアイコンを判断する処理と、
　　前記タッチ入力の位置に応じて前記少なくとも一つのアイコンのうち選択されたアイ
コンを判断する処理と、
　　は、前記タッチ入力が解除されない状態で成される、請求項１８に記載のメニュー操
作装置。
【請求項２１】
　　前記制御器は、メニューを終了する処理をさらに遂行し、
　　前記メニューを終了する処理は、
　　前記メニューがディスプレイされる領域の外部領域がタッチされるか、あるいは
　　前記タッチ入力の位置が前記メニューがディスプレイされる領域の外部領域に位置さ
れた後、前記タッチが解除されれば遂行される、請求項１２ないし２０の何れか１項に記
載のメニュー操作装置。
【請求項２２】
　前記タッチ入力装置は、前記タッチ圧力感知モジュールの下部に配置された基板を含み
、
　前記静電容量は、前記ディスプレイモジュール、前記タッチ圧力感知モジュール、及び
前記基板のうちいずれか一つに含まれた基準電位層と前記タッチ圧力感知モジュールに含
まれた前記電極との間の距離が変化することによって変化する、
　請求項１２ないし２１の何れか１項に記載のメニュー操作装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、メニュー操作方法及びこれを行うタッチ入力装置を含むメニュー操作装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　タッチ入力装置は、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ
）デバイス、テーブルトップ（ｔａｂｌｅｔｏｐ）及びモバイルデバイスのような多くの
携帯用電子デバイスにおいて使用される。タッチ入力装置は、ポインティングデバイス（
又は、スタイラス）又は指によって動作可能である。
【０００３】
　　しかし、このようなタッチ入力装置を含むデバイスの入力装置は、一般的に固定され
た形状と大きさを有するため、使用者の利便のためにデバイスの入力装置をカスタマイズ
（ｃｕｓｔｏｍｉｚｅ）することが非常に難しいか、もしくは、不可能である。さらに、
タッチ入力装置を備えるデバイスにおいて、タッチ入力装置をさらに広くて大きくしよう
とする傾向があり、使用者が片手でタッチ入力装置全体にわたってデバイスを操作するの
に困難がある。また、タッチ入力装置を備えるデバイスにおいて、多くのページにアイコ
ンが分散しているため、使おうとするアイコンに割り当てられたアクションを実行するた
めの動作が多くなる。
【０００４】
　　したがって、人間とコンピュータとの間に自然ながらも相互作用が強化された直観的
なインターフェーシング（ｉｎｔｅｒｆａｃｉｎｇ）技術を提供して使用者の利便を向上
させる技術に対する必要性が台頭している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　　本発明の様々な実施形態により、使おうとするアイコンに割り当てられたアクション
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を、容易に素早く実行できるメニュー操作方法及びこれを行うタッチ入力装置を含むメニ
ュー操作装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　　本発明の実施形態によるメニュー操作方法は、タッチ入力装置に対する客体のタッチ
入力が、前記客体によって前記タッチ入力装置に所定の時間以上タッチされる条件、所定
の圧力の大きさ以上でタッチされる条件、所定の面積以上でタッチされる条件、所定のパ
ターンでタッチされる条件、所定の位置からドラッグされる条件、及び所定のリズムでタ
ッチされる条件のうち少なくとも何れか一つ以上の所定の条件を満たすのか判断する段階
と、前記タッチ入力が前記所定の条件を満たす時、メニューが前記タッチ入力装置にディ
スプレイされる段階と、前記客体による前記メニューの操作に基づいて前記タッチ入力装
置の動作を制御する段階と、を含む。
【０００７】
　　本発明の実施形態によるメニュー操作装置は、タッチ入力装置、プロセッサ、及び制
御器を含み、前記プロセッサは、前記タッチ入力装置に対する客体のタッチに伴う静電容
量の変化量を測定し、前記測定された静電容量の変化量及び前記測定された静電容量の変
化量から算出されたタッチ位置及びタッチ圧力の大きさのうち少なくとも何れか一つを前
記制御器に伝達し、前記制御器は、前記プロセッサから伝達された前記静電容量の変化量
、前記タッチ位置及び前記タッチ圧力の大きさのうち少なくとも何れか一つに基づいて、
前記客体によって前記タッチ入力装置に所定の時間以上タッチされる条件、所定の圧力の
大きさ以上でタッチされる条件、所定の面積以上でタッチされる条件、所定のパターンで
タッチされる条件、所定の位置からドラッグされる条件、及び所定のリズムでタッチされ
る条件のうち少なくとも何れか一つ以上の所定の条件を満たすのか判断する処理と、前記
タッチ入力が前記所定の条件を満たす時、メニューを前記タッチ入力装置にディスプレイ
する処理と、前記客体による前記メニューの操作に基づいて前記タッチ入力装置の動作を
制御する処理と、を行う。
【発明の効果】
【０００８】
　　本発明の様々な実施形態によれば、メニュー操作方法及びこれを行うタッチ入力装置
を含むメニュー操作装置は、メニューをディスプレイして使用者が所望するアイコンに割
り当てられたアクションを容易に素早く実行することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】発明の実施形態によるメニュー操作装置の構造図である。
【図２ａ】圧力による静電容量の変化量を説明するための図面である。
【図２ｂ】圧力による静電容量の変化量を説明するための図面である。
【図３ａ】面積による静電容量の変化量を説明するための図面である。
【図３ｂ】面積による静電容量の変化量を説明するための図面である。
【図４ａ】タッチ時間を説明するための図面である。
【図４ｂ】タッチ時間を説明するための図面である。
【図５】実施形態によるメニューの操作方法を説明するためのフローチャートである。
【図６】実施形態によるメニューの操作方法を例示する。
【図７ａ】第１実施形態による多様なメニューを示す。
【図７ｂ】第１実施形態による多様なメニューを示す。
【図７ｃ】第１実施形態による多様なメニューを示す。
【図８ａ】第２実施形態によるメニューを示す。
【図８ｂ】第２実施形態によるメニューを示す。
【図９】実施形態によるメニューの終了方法を例示する。
【図１０】第１実施形態によるタッチ入力装置の構造図を例示する。
【図１１ａ】第１実施形態によるタッチ入力装置のタッチ位置感知モジュールの構造図で



(7) JP 6247651 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

ある。
【図１１ｂ】第１実施形態によるタッチ入力装置のタッチ位置感知モジュールの構造図で
ある。
【図１１ｃ】第１実施形態によるタッチ入力装置のタッチ位置感知モジュールの構造図で
ある。
【図１１ｄ】第１実施形態によるタッチ入力装置のタッチ位置感知モジュールの構造図で
ある。
【図１２ａ】第１実施形態によるタッチ入力装置のタッチ圧力感知モジュールの構造図で
ある。
【図１２ｂ】第１実施形態によるタッチ入力装置のタッチ圧力感知モジュールの構造図で
ある。
【図１２ｃ】第１実施形態によるタッチ入力装置のタッチ圧力感知モジュールの構造図で
ある。
【図１２ｄ】第１実施形態によるタッチ入力装置のタッチ圧力感知モジュールの構造図で
ある。
【図１２ｅ】第１実施形態によるタッチ入力装置のタッチ圧力感知モジュールの構造図で
ある。
【図１２ｆ】第１実施形態によるタッチ入力装置のタッチ圧力感知モジュールの構造図で
ある。
【図１３】第２実施形態によるタッチ入力装置の構造図を例示する。
【図１４ａ】第２実施形態によるタッチ入力装置のタッチ位置－圧力感知モジュールの構
造図である。
【図１４ｂ】第２実施形態によるタッチ入力装置のタッチ位置－圧力感知モジュールの構
造図である。
【図１４ｃ】第２実施形態によるタッチ入力装置のタッチ位置－圧力感知モジュールの構
造図である。
【図１４ｄ】第２実施形態によるタッチ入力装置のタッチ位置－圧力感知モジュールの構
造図である。
【図１４ｅ】第２実施形態によるタッチ入力装置のタッチ位置－圧力感知モジュールの構
造図である。
【図１４ｆ】第２実施形態によるタッチ入力装置のタッチ位置－圧力感知モジュールの構
造図である。
【図１４ｇ】第２実施形態によるタッチ入力装置のタッチ位置－圧力感知モジュールの構
造図である。
【図１４ｈ】第２実施形態によるタッチ入力装置のタッチ位置－圧力感知モジュールの構
造図である。
【図１４ｉ】第２実施形態によるタッチ入力装置のタッチ位置－圧力感知モジュールの構
造図である。
【図１４ｊ】第２実施形態によるタッチ入力装置のタッチ位置－圧力感知モジュールの構
造図である。
【図１４ｋ】第２実施形態によるタッチ入力装置のタッチ位置－圧力感知モジュールの構
造図である。
【図１５】第３実施形態によるタッチ入力装置の構造図を例示する。
【図１６ａ】第３実施形態によるタッチ入力装置のタッチ圧力感知モジュールである。
【図１６ｂ】第３実施形態によるタッチ入力装置のタッチ圧力感知モジュールである。
【図１７ａ】第４実施形態によるタッチ入力装置の構造図を例示する。
【図１７ｂ】第４実施形態によるタッチ入力装置のタッチ圧力感知及びタッチ位置感知の
ための構造図である。
【図１７ｃ】第４実施形態によるタッチ入力装置のタッチ圧力感知及びタッチ位置感知の
ための構造図である。
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【図１８ａ】実施形態によるタッチ感知モジュールに形成された電極の形態を示す構造図
である。
【図１８ｂ】実施形態によるタッチ感知モジュールに形成された電極の形態を示す構造図
である。
【図１８ｃ】実施形態によるタッチ感知モジュールに形成された電極の形態を示す構造図
である。
【図１８ｄ】実施形態によるタッチ感知モジュールに形成された電極の形態を示す構造図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　　後述する本発明に対する詳細な説明は、本発明を実施することができる特定の実施形
態を例示として図示する添付の図面を参照する。これらの実施形態は、当業者が本発明を
実施するのに十分なように詳しく説明する。本発明の多様な実施形態は互いに異なるが、
相互に排他的である必要はないことが理解されなければならない。例えば、ここに記載さ
れている特定の形状、構造、及び特性は、一実施形態に関連して本発明の精神及び範囲を
外れないながらも、他の実施形態で具現されてもよい。また、それぞれの開示された実施
形態内の個別構成要素の位置又は配置は、本発明の精神及び範囲を外れないながらも、変
更されてもよいことが理解されなければならない。したがって、後述する詳細な説明は、
限定的な意味として取ろうとするのではなく、本発明の範囲は、適切に説明されるならば
、その請求項が主張するのと均等なすべての範囲とともに添付された請求項によってのみ
限定される。図面において類似の参照符号は様々な側面にわたって同一もしくは類似の機
能を指し示す。
【００１１】
　　以下、添付される図面を参照して本発明の実施形態によるメニュー操作方法及びこれ
を行うタッチ入力装置を含むメニュー操作装置１００を説明する。本発明の実施形態によ
るメニュー操作装置１００の機能及び特徴を詳しくみる前に、タッチ入力装置１３０につ
いて図１０ないし図１８を参照して詳しく見てみる。
【００１２】
　　図１０は、第１実施形態によるタッチ入力装置１３０の構造図を例示する。
【００１３】
　　図１０に示されたように、タッチ入力装置１３０は、タッチ位置感知モジュール１０
００、前記タッチ位置感知モジュール１０００の下部に配置されたタッチ圧力感知モジュ
ール２０００、前記タッチ圧力感知モジュール２０００の下部に配置されたディスプレイ
モジュール３０００、及び前記ディスプレイモジュール３０００の下部に配置された基板
４０００を含んでもよい。例えば、タッチ位置感知モジュール１０００及びタッチ圧力感
知モジュール２０００は、タッチ－感応表面（ｔｏｕｃｈ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ ｓｕｒ
ｆａｃｅ）を備えた透明なパネルであってもよい。以下、タッチ位置及び／又はタッチ圧
力を感知するためのモジュール１０００、２０００、３０００、５０００は、統合的にタ
ッチ感知モジュールと指称されてもよい。
【００１４】
　　ディスプレイモジュール３０００は、使用者が視覚的に内容を確認できるように画面
をディスプレイすることができる。この時、ディスプレイモジュール３０００に対するデ
ィスプレイは、ディスプレイドライバー（ｄｉｓｐｌａｙ ｄｒｉｖｅｒ）を介して行わ
れてもよい。ディスプレイドライバー（図示せず）は、運営体制がディスプレイアダプタ
を管理又は制御するためのソフトウェアであって、装置ドライバーの一種である。
【００１５】
　　図１１ａないし図１１ｄは、第１実施形態によるタッチ位置感知モジュールの構造図
であり、図１８ａないし図１８ｃは、実施形態によるタッチ位置感知モジュールに形成さ
れた電極の形態を示す構造図である。
【００１６】
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　　図１１ａに示されたように、実施形態によるタッチ位置感知モジュール１０００は、
一つの層に形成された第１電極１１００を含んでもよい。この時、第１電極１１００は、
図１８ａに示された形態のように複数の電極６１００で構成されて、それぞれの電極６１
００に駆動信号が入力され、それぞれの電極から自己静電容量に関する情報を含む感知信
号が出力されてもよい。使用者の指のような客体が第１電極１１００に近接する場合、指
がグランドの役割をして、第１電極１１００の自己静電容量が変わることになる。したが
って、メニュー操作装置１００は、タッチ入力装置１３０に使用者の指のような客体が近
接することによって変わる第１電極１１００の自己静電容量を測定してタッチ位置を検出
することができる。
【００１７】
　　図１１ｂに示されたように、実施形態によるタッチ位置感知モジュール１０００は、
互いに異なる層に形成された第１電極１１００及び第２電極１２００を含んでもよい。
【００１８】
　　この時、第１電極１１００及び第２電極１２００は、図１８ｂに示された形態のよう
に、それぞれ複数の第１電極６２００と複数の第２電極６３００で構成され、それぞれ互
いに交差するように配列されてもよく、第１電極６２００又は第２電極６３００のうち何
れか一つに駆動信号が入力され、他の一つから相互静電容量に関する情報を含む感知信号
が出力されてもよい。図１１ｂに示されたように、使用者の指のような客体が第１電極１
１００及び第２電極１２００に近接する場合、指がグランドの役割をして、第１電極１１
００と第２電極１２００との間の相互静電容量が変わることになる。この場合、メニュー
操作装置１００は、タッチ入力装置１３０に使用者の指のような客体が近接することによ
って変わる第１電極１１００と第２電極１２００との間の相互静電容量を測定してタッチ
位置を検出することができる。また、第１電極６２００及び第２電極６３００に駆動信号
が入力され、それぞれの第１電極６２００及び第２電極６３００から自己静電容量に関す
る情報を含む感知信号が出力されてもよい。図１１ｃに示されたように、使用者の指のよ
うな客体が第１電極１１００及び第２電極１２００に近接する場合、指がグランド役割を
して、第１電極１１００及び第２電極１２００それぞれの自己静電容量が変わることにな
る。この場合、メニュー操作装置１００は、タッチ入力装置１３０に使用者の指のような
客体が近接することによって変わる第１電極１１００及び第２電極１２００の自己静電容
量を測定してタッチ位置を検出することができる。
【００１９】
　　図１１ｄに示されたように、実施形態によるタッチ位置感知モジュール１０００は、
一つの層に形成された第１電極１１００及び前記第１電極１１００が形成された層と同じ
層に形成された第２電極１２００を含んでもよい。
【００２０】
　　この時、第１電極１１００及び第２電極１２００は、図１８ｃに示された形態のよう
に、それぞれ複数の第１電極６４００と複数の第２電極６５００で構成され、複数の第１
電極６４００と複数の第２電極６５００はそれぞれ互いに交差しないながらも、それぞれ
の第１電極６４００が延びた方向と交差する方向にそれぞれの第２電極６５００が連結さ
れるように配列されてもよく、図１１ｄに示された第１電極６４００又は第２電極６５０
０を用いてタッチ位置を検出する原理は、図１１ｃを参照して説明されたことと同一なの
で省略する。
【００２１】
　　図１２ａないし図１２ｆは、第１実施形態によるタッチ圧力感知モジュールの構造図
であり、図１８ａないし図１８ｄは、実施形態によるタッチ圧力感知モジュールに形成さ
れた電極の形態を示す構造図である。
【００２２】
　　図１２ａないし図１２ｆに示されたように、第１実施形態によるタッチ圧力感知モジ
ュール２０００は、スペーサ層２４００を含んでもよい。スペーサ層２４００は、エアギ
ャップ（ａｉｒ ｇａｐ）で具現されてもよい。スペーサは、実施形態により衝撃吸収物
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質からなってもよく、また、実施形態により誘電物質（ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ ｍａｔｅ
ｒｉａｌ）で満たされてもよい。
【００２３】
　　図１２ａないし図１２ｄに示されたように、第１実施形態によるタッチ圧力感知モジ
ュール２０００は、基準電位層２５００を含んでもよい。基準電位層２５００は、任意の
電位を有してもよい。例えば、基準電位層は、グランド（ｇｒｏｕｎｄ）電位を有するグ
ランド層であってもよい。この時、基準電位層は、後述することになるタッチ圧力を感知
するための第１電極２１００が形成された２次元平面又は第２電極２２００が形成された
２次元平面と平行した平面を有してもよい。図１２ａないし図１２ｄにおいては、タッチ
圧力感知モジュール２０００が基準電位層２５００を含むものと説明したが、必ずしもこ
れに限定される訳ではなく、タッチ圧力感知モジュール２０００が基準電位層２５００を
含まず、タッチ圧力感知モジュール２０００の下部に配置されたディスプレイモジュール
３０００又は基板４０００が基準電位層の役割をすることができる。
【００２４】
　　図１２ａに示されたように、実施形態によるタッチ圧力感知モジュール２０００は、
一つの層に形成された第１電極２１００、前記第１電極２１００が形成された層の下部に
形成されたスペーサ層２４００、及び前記スペーサ層２４００の下部に形成された基準電
位層２５００を含んでもよい。
【００２５】
　　この時、第１電極２１００は、図１８ａに示された形態のように、複数の電極６１０
０で構成されて、それぞれの電極６１００に駆動信号が入力され、それぞれの電極から自
己静電容量に関する情報を含む感知信号が出力されてもよい。使用者の指又はスタイラス
のような客体によってタッチ入力装置１３０に圧力が加えられる場合、図１２ｂに示され
たように、第１電極２１００が少なくともタッチ位置でたわむことになり、第１電極２１
００と基準電位層２５００との間の距離ｄが変わることになって、これにより、第１電極
２１００の自己静電容量が変わることになる。したがって、メニュー操作装置１００は、
タッチ入力装置１３０に使用者の指又はスタイラスのような客体により、圧力が加えられ
ることによって変わる第１電極２１００の自己静電容量を測定してタッチ圧力を検出する
ことができる。このように、第１電極２１００が複数の電極６１００で構成されているの
で、タッチ入力装置１３０に同時に入力されたマルチタッチそれぞれの圧力を検出するこ
とができる。また、マルチタッチそれぞれの圧力を検出する必要がない場合、タッチ位置
とは関係なく、タッチ入力装置１３０に加えられる全体的な圧力だけ検出すればよいので
、タッチ圧力感知モジュール２０００の第１電極２１００は、図１８ｄに示された形態の
ように一つの電極６６００で構成されてもよい。
【００２６】
　　図１２ｃに示されたように、実施形態によるタッチ圧力感知モジュール２０００は、
第１電極２１００、第１電極２１００が形成された層の下部に形成された第２電極２２０
０、前記第２電極２２００が形成された層の下部に形成されたスペーサ層２４００、及び
前記スペーサ層２４００の下部に形成された基準電位層２５００を含んでもよい。
【００２７】
　　この時、第１電極２１００及び第２電極２２００は、図１８ｂに示された形態のよう
に構成及び配列されてもよく、第１電極６２００又は第２電極６３００の何れか一つに駆
動信号が入力され、他の一つから相互静電容量に関する情報を含む感知信号が出力されて
もよい。タッチ入力装置１３０に圧力が加えられる場合、図１２ｄに示されたように、第
１電極２１００及び第２電極２２００が少なくともタッチ位置でたわむことになり、第１
電極２１００及び第２電極２２００と基準電位層２５００との間の距離ｄが変わることに
なり、これにより、第１電極２１００と第２電極２２００との間の相互静電容量が変わる
ことになる。したがって、メニュー操作装置１００は、タッチ入力装置１３０に圧力が加
えられることによって変わる第１電極２１００と第２電極２２００との間の相互静電容量
を測定してタッチ圧力を検出することができる。このように、第１電極２１００及び第２
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電極２２００がそれぞれ複数の第１電極６２００及び複数の第２電極６３００で構成され
ているので、タッチ入力装置１３０に同時に入力されたマルチタッチそれぞれの圧力を検
出することができる。また、マルチタッチそれぞれの圧力を検出する必要がない場合、タ
ッチ圧力感知モジュール２０００の第１電極２１００及び第２電極２２００のうち少なく
とも一つは、図１８ｄに示された形態のように一つの電極６６００で構成されてもよい。
【００２８】
　　この時、第１電極２１００と第２電極２２００が同一の層に形成された場合にも、図
１２ｃで説明したことと同様に、タッチ圧力が感知されてもよい。ただし、第１電極２１
００及び第２電極２２００は、図１８ｃに示された形態のように構成及び配列されてもよ
く、図１８ｄに示された形態のように一つの電極６６００で構成されてもよい。
【００２９】
　　図１２ｅに示されたように、実施形態によるタッチ圧力感知モジュール２０００は、
一つの層に形成された第１電極２１００、前記第１電極２１００が形成された層の下部に
形成されたスペーサ層２４００、及び前記スペーサ層２４００の下部層に形成された第２
電極２２００を含んでもよい。
【００３０】
　　図１２ｅにおいて第１電極２１００と第２電極２２００の構成及び動作は、図１２ｃ
を参照して説明したことと同一なので省略する。ただし、タッチ入力装置１３０に圧力が
加えられる場合、図１２ｆに示されたように、第１電極２１００が少なくともタッチ位置
でたわむことになり、第１電極２１００と第２電極２２００との間の距離ｄが変わること
になって、これにより、第１電極２１００と第２電極２２００との間の相互静電容量が変
わることになる。したがって、メニュー操作装置１００は、第１電極２１００と第２電極
２２００との間の相互静電容量を測定してタッチ圧力を検出することができる。
【００３１】
　　図１３に示されたように、第２実施形態によるタッチ入力装置１３０は、タッチ位置
－圧力感知モジュール５０００、前記タッチ位置－圧力感知モジュール５０００の下部に
配置されたディスプレイモジュール３０００、及び前記ディスプレイモジュール３０００
の下部に配置された基板４０００を含んでもよい。
【００３２】
　　図１０に示された実施形態と異なり、図１３に示された実施形態によるタッチ位置－
圧力感知モジュール５０００は、タッチ位置を感知するための少なくとも一つの電極及び
タッチ圧力を感知するための少なくとも一つの電極を含むが、前記電極のうち少なくとも
一つの電極がタッチ位置及びタッチ圧力を感知するのに全て使用される。このようにタッ
チ位置を感知するための電極とタッチ圧力を感知するための電極を共有することにより、
タッチ位置－圧力感知モジュールの製造単価が低くなり、全体的なタッチ入力装置１３０
の厚さを低減させることができ、製造工程が単純になり得る。このようにタッチ位置を感
知するための電極とタッチ圧力を感知するための電極とを共有する場合において、タッチ
位置に対する情報を含む感知信号とタッチ圧力に対する情報を含む感知信号との区分が必
要な場合、タッチ位置を感知するための駆動信号とタッチ圧力を感知するための駆動信号
との周波数を別にしたり、タッチ位置を感知する時間区間とタッチ圧力を感知する時間区
間とを別にして、タッチ位置とタッチ圧力とを区分して感知することができる。
【００３３】
　　図１４ａないし図１４ｋは、第２実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュールの
構造図である。図１４ａないし図１４ｋに示されたように、第２実施形態によるタッチ位
置－圧力感知モジュール５０００は、スペーサ層５４００を含んでもよい。
【００３４】
　　図１４ａないし図１４ｉに示されたように、実施形態によるタッチ位置－圧力感知モ
ジュール５０００は、基準電位層５５００を含んでもよい。基準電位層５５００に対する
説明は、図１２ａないし図１２ｄを参照して説明したことと同一なので省略する。ただし
、基準電位層は、後述することになるタッチ圧力を感知するための第１電極５１００が形
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成された２次元平面、第２電極５２００が形成された２次元平面又は第３電極５３００が
形成された２次元平面と平行した平面を有してもよい。
【００３５】
　　図１４ａに示されたように、実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュール５００
０は、一つの層に形成された第１電極５１００、前記第１電極５１００が形成された層の
下部に形成されたスペーサ層５４００、及び前記スペーサ層５４００の下部に形成された
基準電位層５５００を含んでもよい。
【００３６】
　　図１４ａ及び図１４ｂの構成に対する説明は、図１２ａ及び図１２ｂを参照した説明
と類似しており、以下ではその差異点のみを説明する。図１４ｂに示されたように、使用
者の指のような客体が第１電極５１００に近接する場合、指がグランドの役割をして、第
１電極５１００の自己静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出でき、また、前記客体に
よってタッチ入力装置１３０に圧力が加えられる場合、第１電極５１００と基準電位層５
５００との間の距離ｄが変わることになり、これにより、第１電極２１００の自己静電容
量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。
【００３７】
　　図１４ｃに示されたように、実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュール５００
０は、一つの層に形成された第１電極５１００、前記第１電極５１００が形成された層の
下部層に形成された第２電極５２００、前記第２電極５２００が形成された層の下部に形
成されたスペーサ層５４００、及び前記スペーサ層５４００の下部に形成された基準電位
層５５００を含んでもよい。
【００３８】
　　図１４ｃないし図１４ｆの構成に対する説明は、図１２ｃ及び図１２ｄを参照した説
明と類似しており、以下ではその差異点のみを説明する。この時、第１電極５１００及び
第２電極５２００は、図１８ａに示された形態のように、それぞれ複数の電極６１００で
構成されてもよい。図１４ｄに示されたように、使用者の指のような客体が第１電極５１
００に近接する場合、指がグランドの役割をして、第１電極５１００の自己静電容量の変
化を通じてタッチ位置を検出でき、また、前記客体によってタッチ入力装置１３０に圧力
が加えられる場合、第１電極５１００及び第２電極５２００と基準電位層５５００との間
の距離ｄが変わることになり、これにより、第１電極５１００と第２電極５２００との間
の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。
【００３９】
　　また、実施形態により第１電極５１００及び第２電極５２００は、図１８ｂに示され
た形態のように、それぞれ複数の第１電極６２００と複数の第２電極６３００で構成され
、それぞれ互いに交差するように配列されてもよい。この時、第１電極５１００と第２電
極５２００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出でき、第２電極５２０
０と基準電位層５５００との間の距離ｄが変化に伴う第２電極５２００の自己静電容量の
変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。また、実施形態により、第１電極５１
００と第２電極５２００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出でき、ま
た、第１電極５１００及び第２電極５２００と基準電位層５５００との間の距離ｄが変化
に伴う第１電極５１００と第２電極５２００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ
圧力を検出することができる。
【００４０】
　　この時、第１電極５１００と第２電極５２００が同一の層に形成された場合にも、図
１４ｃ及び図１４ｄを参照して説明したことと同様に、タッチ位置及び圧力が感知されて
もよい。ただし、図１４ｃ及び図１４ｄにおいて、電極が図１８ｂのように構成されなけ
ればならない実施形態に対しては、第１電極５１００及び第２電極５２００が同一の層に
形成される場合には、図１８ｃに示された形態のように第１電極５１００及び第２電極５
２００が構成されてもよい。
【００４１】
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　　図１４ｅに示されたように、実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュール５００
０は、同一の層に形成された第１電極５１００及び第２電極５２００、前記第１電極５１
００及び第２電極５２００が形成された層の下部層に形成された第３電極５３００、前記
第３電極５３００が形成された層の下部に形成されたスペーサ層５４００、及び前記スペ
ーサ層５４００の下部に形成された基準電位層５５００を含んでもよい。
【００４２】
　　この時、第１電極５１００及び第２電極５２００は、図１８ｃに示された形態のよう
に構成及び配列されてもよく、第１電極５１００及び第３電極５３００は、図１８ｂに示
された形態のように構成及び配列されてもよい。図１４ｆに示されたように、使用者の指
のような客体が第１電極５１００及び第２電極５２００に近接する場合、第１電極５１０
０及び第２電極５２００との間の相互静電容量が変わることになり、タッチ位置を検出す
ることができ、また、前記客体によってタッチ入力装置１３０に圧力が加えられる場合、
第１電極５１００及び第３電極５３００と基準電位層５５００との間の距離ｄが変わるこ
とになり、これにより、第１電極５１００と第３電極５３００との間の相互静電容量が変
わることになって、タッチ圧力を検出することができる。また、実施形態により第１電極
５１００と第３電極５３００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出する
ことができ、第１電極５１００と第２電極５２００との間の相互静電容量の変化を通じて
タッチ圧力を検出することができる。
【００４３】
　　図１４ｇに示されたように、実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュール５００
０は、一つの層に形成された第１電極５１００、前記第１電極５１００が形成された層の
下部層に形成された第２電極５２００、前記第２電極５２００が形成された層と同じ層に
形成された第３電極５３００、前記第２電極５２００及び第３電極５３００が形成された
層の下部に形成されたスペーサ層５４００、及び前記スペーサ層５４００の下部に形成さ
れた基準電位層５５００を含んでもよい。
【００４４】
　　この時、第１電極５１００及び第２電極５２００は、図１８ｂに示された形態のよう
に構成及び配列され、第２電極５２００及び第３電極５３００は、図１８ｃに示された形
態のように構成及び配列されてもよい。図１４ｈの場合、第１電極５１００と第２電極５
２００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することができ、第２電極
５２００と第３電極５３００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出する
ことができる。また、実施形態により、第１電極５１００と第３電極５３００との間の相
互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することができ、第１電極５１００と第２電
極５２００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。
【００４５】
　　図１４ｉに示されたように、実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュール５００
０は、一つの層に形成された第１電極５１００、前記第１電極５１００が形成された層の
下部層に形成された第２電極５２００、前記第２電極５２００が形成された層の下部層に
形成された第３電極５３００、前記第３電極５３００が形成された層の下部に形成された
スペーサ層５４００、及び前記スペーサ層５４００の下部に形成された基準電位層５５０
０を含んでもよい。
【００４６】
　　この時、第１電極５１００及び第２電極５２００は、図１８ｂに示された形態のよう
に構成及び配列されてもよく、第２電極５２００及び第３電極５３００もまた図１８ｂに
示された形態のように構成及び配列されてもよい。この時、使用者の指のような客体が第
１電極５１００及び第２電極５２００に近接する場合、指がグランドの役割をして、第１
電極５１００及び第２電極５２００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検
出することができ、また、前記客体によってタッチ入力装置１３０に圧力が加えられる場
合、第２電極５２００及び第３電極５３００と基準電位層５５００との間の距離ｄが変わ
ることになり、これにより、第２電極５２００と第３電極５３００との間の相互静電容量
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の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。また、実施形態により、使用者の指
のような客体が第１電極５１００及び第２電極５２００に近接する場合、指がグランドの
役割をして、第１電極５１００及び第２電極５２００それぞれの自己静電容量の変化を通
じてタッチ位置を検出することもできる。
【００４７】
　　図１４ｊに示されたように、実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュール５００
０は、一つの層に形成された第１電極５１００、前記第１電極５１００が形成された層の
下部層に形成された第２電極５２００、前記第２電極５２００が形成された層の下部に形
成されたスペーサ層５４００、及び前記スペーサ層５４００の下部層に形成された第３電
極５３００を含んでもよい。
【００４８】
　　この時、第１電極５１００及び第２電極５２００は、図１８ｂに示された形態のよう
に構成及び配列されてもよく、第３電極５３００は、図１８ａに示された形態のように構
成されるか、又は、第２電極５２００及び第３電極５３００が図１８ｂに示された形態の
ように構成及び配列されてもよい。この時、使用者の指のような客体が第１電極５１００
及び第２電極５２００に近接する場合、指がグランドの役割をして、第１電極５１００及
び第２電極５２００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することがで
き、また、前記客体によってタッチ入力装置１３０に圧力が加えられる場合、第２電極５
２００と第３電極５３００との間の距離ｄが変わることになり、これにより、第２電極５
２００と第３電極５３００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出するこ
とができる。また、実施形態により、使用者の指のような客体が第１電極５１００及び第
２電極５２００に近接する場合、指がグランドの役割をして、第１電極５１００及び第２
電極５２００それぞれの自己静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することができる
。
【００４９】
　　図１４ｋに示されたように、実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュール５００
０は、一つの層に形成された第１電極５１００、前記第１電極５１００が形成された層の
下部に形成されたスペーサ層５４００、及び前記スペーサ層５４００の下部層に形成され
た第２電極５２００を含んでもよい。
【００５０】
　　この時、第１電極５１００及び第２電極５２００は、図１８ｂに示された形態のよう
に構成及び配列されてもよい。この時、第１電極５１００と第２電極５２００との間の相
互静電容量が変化を通じてタッチ位置を検出することができ、また、前記客体によってタ
ッチ入力装置１３０に圧力が加えられる場合、第１電極５１００と第２電極５２００との
間の距離ｄが変わることになり、これにより、第１電極５１００と第２電極５２００との
間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。また、第１電極５
１００及び第２電極５２００は、図１８ａに示された形態のように構成及び配列されても
よい。この時、使用者の指のような客体が第１電極５１００に近接する場合、指がグラン
ドの役割をして、第１電極５１００の自己静電容量が変わることになり、タッチ位置を検
出することができ、第１電極５１００と第２電極５２００との間の相互静電容量の変化を
通じてタッチ圧力を検出することができる。
【００５１】
　　図１５に示されたように、第３実施形態によるタッチ入力装置１３０は、タッチ位置
感知モジュール１０００、前記タッチ位置感知モジュール１０００の下部に配置されたデ
ィスプレイモジュール３０００、前記ディスプレイモジュール３０００の下部に配置され
たタッチ圧力感知モジュール２０００、及び前記タッチ圧力感知モジュール２０００の下
部に配置された基板４０００を含んでもよい。
【００５２】
　　図１０及び図１３に示された実施形態によるタッチ入力装置１３０は、スペーサ層２
４００、５４００を含むタッチ圧力感知モジュール２０００、又は、タッチ位置－圧力感
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知モジュール５０００がディスプレイモジュール３０００の上部に配置されるため、ディ
スプレイモジュール３０００の色の鮮明度、視認性、及び光の透過率が低下することがあ
る。したがって、このような問題点が発生することを防止するために、タッチ位置感知モ
ジュール１０００とディスプレイモジュール２０００をＯＣＡ（Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ Ｃ
ｌｅａｒ Ａｄｈｅｓｉｖｅ）のような接着剤を使用して完全ラミネーション（ｌａｍｉ
ｎａｔｉｏｎ）させ、タッチ圧力感知モジュール２０００をディスプレイモジュール３０
００の下部に配置することによって、前述した問題点を軽減及び解消することができる。
また、ディスプレイモジュール３０００と基板４０００との間に既に形成されている間隙
をタッチ圧力を感知するためのスペーサ層として使用することによって、全体的なタッチ
入力装置１３０の厚さを減少させることができる。
【００５３】
　　図１５に示された実施形態のタッチ位置感知モジュール１０００は、図１１ａないし
図１１ｄに示されたタッチ位置感知モジュールと同一である。
【００５４】
　　図１５に示された実施形態のタッチ圧力感知モジュール２０００は、図１２ａないし
図１２ｆに示されたタッチ圧力感知モジュール、及び図１６ａないし図１６ｂに示された
タッチ圧力感知モジュールであってもよい。
【００５５】
　　図１６ａに示されたように、実施形態によるタッチ圧力感知モジュール２０００は、
基準電位層２５００、前記基準電位層２５００の下部に形成されたスペーサ層２４００、
及び前記スペーサ層２４００の下部層に形成された第１電極２１００を含んでもよい。図
１６ａの構成及び動作は、単に基準電位層２５００と第１電極２１００の相対的な位置が
交替したことを除いて図１２ａ及び図１２ｂの構成及び動作と同一なので、以下重複する
説明は省略する。
【００５６】
　　図１６ｂに示されたように、実施形態によるタッチ圧力感知モジュール２０００は、
基準電位層２５００、前記グランドの下部に形成されたスペーサ層２４００、前記スペー
サ層２４００の下部層に形成された第１電極２１００、及び前記第１電極２１００が形成
された層の下部層に形成された第２電極２２００を含んでもよい。図１６ｂの構成及び動
作は、単に基準電位層２５００と第１電極２１００及び第２電極２２００の相対的な位置
が交替したことを除いて図１２ｃ及び図１２ｄの構成及び動作と同一なので、以下重複す
る説明は省略する。この時、第１電極２１００と第２電極２２００が同一の層に形成され
た場合にも、図１２ｃ及び図１２ｄで説明したことと同様にタッチ圧力が感知されてもよ
い。
【００５７】
　　図１５においては、タッチ位置感知モジュール１０００の下部にディスプレイモジュ
ール３０００が配置されたものと説明したが、タッチ位置感知モジュール１０００がディ
スプレイモジュール３０００の内部に含まれた形態も可能である。また、図１５ではディ
スプレイモジュール３０００の下部にタッチ圧力感知モジュール２０００が配置されたも
のと説明したが、タッチ圧力感知モジュール２０００の一部がディスプレイモジュール３
０００の内部に含まれた形態も可能である。具体的に、前記タッチ圧力感知モジュール２
０００の基準電位層２５００がディスプレイモジュール３０００の内部に配置され、前記
ディスプレイモジュール３０００の下部に電極２１００、２２００が形成されてもよい。
このように基準電位層２５００がディスプレイモジュール３０００の内部に配置されれば
、ディスプレイモジュール３０００の内部に形成されている間隙をタッチ圧力を感知する
ためのスペーサ層として使用することによって、全体的なタッチ入力装置１３０の厚さを
減少させることができる。この時、前記基板４０００の上部に電極２１００、２２００が
形成されてもよい。このように、電極２１００、２２００が基板４０００の上部に形成さ
れれば、ディスプレイモジュール３０００の内部に形成されている間隙だけでなく、ディ
スプレイモジュール３０００と基板４０００との間に形成されている間隙を、タッチ圧力
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を感知するためのスペーサ層として使用することによって、タッチ圧力を感知する感度を
もう少し高めることができる。
【００５８】
　　図１７ａは、第４実施形態によるスクリーンの構造図を例示する。図１７ａに示され
たように、本発明の第４実施形態によるタッチ入力装置１３０は、ディスプレイモジュー
ル３０００内にタッチ位置感知モジュールとタッチ圧力感知モジュールのうち少なくとも
一つを含んでもよい。
【００５９】
　　図１７ｂ及び１７ｃは、それぞれ第４実施形態によるタッチ入力装置のタッチ圧力感
知及びタッチ位置感知のための構造図である。図１７ｂ及び図１７ｃでは、ディスプレイ
モジュール３０００としてＬＣＤパネルを例示する。
【００６０】
　　ＬＣＤパネルの場合、ディスプレイモジュール３０００は、ＴＦＴ層３１００及びカ
ラーフィルター層３３００（ｃｏｌｏｒ ｆｉｌｔｅｒ ｌａｙｅｒ）を含んでもよい。Ｔ
ＦＴ層３１００は、その真上に位置するＴＦＴ基板層３１１０を含む。カラーフィルター
層３３００は、その真下に位置するカラーフィルター基板層３２００を含む。ディスプレ
イモジュール３０００は、ＴＦＴ層３１００とカラーフィルター層３３００との間に液晶
層３６００（ｌｉｑｕｉｄ ｃｒｙｓｔａｌ ｌａｙｅｒ）を含む。この時、ＴＦＴ基板層
３１１０は，液晶層３６００を駆動するための電場（ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｆｉｅｌｄ）を
生成するのに必要な電気的構成要素を含む。特に、ＴＦＴ基板層３１１０は、データライ
ン（ｄａｔａ ｌｉｎｅ）、ゲートライン（ｇａｔｅ ｌｉｎｅ）、ＴＦＴ、共通（ｃｏｍ
ｍｏｎ）電極、及びピクセル電極などを含む多様な層からなってもよい。これらの電気的
構成要素は、制御された電場を生成して液晶層３６００に位置した液晶を配向させるよう
に作動することができる。
【００６１】
　　図１７ｂに例示されたように、本発明のディスプレイモジュール３０００は、カラー
フィルター基板層３２００に配置されたサブフォトスペーサ３５００（ｓｕｂ－ｐｈｏｔ
ｏ ｓｐａｃｅｒ）を含んでもよい。これらのサブフォトスペーサ３５００は、ロー共通
電極３４１０と隣接したガード遮蔽電極３４２０との間の境界点の上に配置されてもよい
。この時、ＩＴＯのような伝導性物質層３５１０がサブフォトスペーサ３５００上にパタ
ーニングされてもよい。ここで、フリンジ静電容量Ｃ１がロー共通電極３４１０と伝導性
物質層３５１０との間に形成され、フリンジ静電容量Ｃ２がガード遮蔽電極３４２０と伝
導性物質層３５１０との間に形成されてもよい。
【００６２】
　　図１７ｂに例示されたようなディスプレイモジュール３０００がタッチ圧力感知モジ
ュールとして動作する時、外部圧力によってサブフォトスペーサ３５００とＴＦＴ基板層
３１１０との間の距離が減少し、これによりロー共通電極３４１０とガード遮蔽電極３４
２０との間の静電容量が減少することができる。したがって、図１７ｂにおいて、伝導性
物質層３５１０が基準電位層の役割を行い、ロー共通電極３４１０とガード遮蔽電極３４
２０との間の静電容量の変化を感知することによって、タッチ圧力を感知することができ
る。
【００６３】
　　図１７ｃは、ＬＣＤパネルが、ディスプレイモジュール３０００がタッチ位置感知モ
ジュールとして用いられる場合の構造を例示する。図１７ｃでは、共通電極３７３０の配
列を例示する。この時、タッチ位置を検出するために、これらの共通電極３７３０は第１
領域３７１０と第２領域３７２０とにグループ付けすることができる。したがって、例え
ば一つの第１領域３７１０に含まれた共通電極３７３０は、図１８ｃの第１電極６４００
に対応して機能するように操作されてもよく、また、一つの第２領域３７２０に含まれた
共通電極３７３０は、図１８ｃの第２電極６５００に対応して機能するように操作されて
もよい。すなわち、ＬＣＤパネルを動作させるための電気的な構成である共通電極３７３
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０を、タッチ位置を検出するのに利用するために、共通電極３７３０はグルーピングされ
てもよく、このようなグルーピングは、構造的な構成と共に動作操作によって達成され得
る。
【００６４】
　　以上で詳しく見たように、図１７に例示されたようなディスプレイモジュール３００
０は、ディスプレイモジュール３０００の電気的構成要素を本来の目的どおりに動作する
ようにすることによって、ディスプレイモジュール３０００として機能することができる
。また、ディスプレイモジュール３０００は、ディスプレイモジュール３０００の電気的
構成要素の少なくとも一部をタッチ圧力感知のために動作するようにすることによって、
タッチ圧力感知モジュールとして機能することができる。また、ディスプレイモジュール
３０００は、ディスプレイモジュール３０００の電気的構成要素の少なくとも一部をタッ
チ位置感知のために動作するようにすることによって、タッチ位置感知モジュールとして
機能することができる。この時、それぞれの動作モード（ｍｏｄｅ）は、時分割で動作す
ることができる。すなわち、第１時間区間にディスプレイモジュール３０００はディスプ
レイモジュールとして作動し、第２時間区間に圧力感知モジュールとして、及び／又は第
３時間区間に位置感知モジュールとして機能することができる。
【００６５】
　　図１７ｂ及び図１７ｃにおいては、単に説明のためにタッチ圧力及び位置感知のため
のそれぞれの構造に対して例示するだけであり、ディスプレイモジュール３０００のディ
スプレイ動作のための電気的構成要素を操作することによって、ディスプレイモジュール
３０００がタッチ圧力及び／又はタッチ位置感知のために用いられ得る場合ならば、第４
実施形態に含まれてもよい。
【００６６】
　　図１は、本発明の実施形態によるメニュー操作装置１００の構造図である。
【００６７】
　　実施形態によるメニュー操作装置１００は、制御器１１０、タッチ入力装置１３０、
及びプロセッサ１４０を含んでもよい。
【００６８】
　　メニュー操作装置１００は、タッチ入力装置１３０を含む装置であって、タッチ入力
装置１３０に対するタッチを介してメニュー操作装置１００に対する入力（ｉｎｐｕｔ）
が行われてもよい。
【００６９】
　　メニュー操作装置１００は、ノートブック（ｎｏｔｅｂｏｏｋ）コンピュータ、ＰＤ
Ａ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、及びスマートフォン（ｓ
ｍａｒｔ ｐｈｏｎｅ）のような携帯用電子装置であってもよい。
【００７０】
　　プロセッサ１４０は、タッチ入力装置１３０に対するタッチの際、タッチ入力装置１
３０に対するタッチの有無及びタッチの位置を算出することができる。また、プロセッサ
１４０は、タッチ入力装置１３０に対するタッチの際、タッチにより発生する静電容量の
変化量を測定することができる。
【００７１】
　　具体的に、プロセッサ１４０は、タッチ入力装置１３０のタッチ位置感知モジュール
１０００、又はタッチ位置－圧力感知モジュール５０００を通じてタッチ入力装置１３０
に対する客体１０の近接による静電容量の変化量を測定し、測定された静電容量の変化量
からタッチ位置を算出することができる。
【００７２】
　　また、タッチの際のタッチ圧力及び／又はタッチ面積により、前記静電容量の変化量
の大きさが変わり得る。したがって、タッチ入力装置１３０に対するタッチの際、プロセ
ッサ１４０はタッチ圧力及び／又はタッチ面積による静電容量の変化量の大きさを測定す
ることができる。ここで、タッチ圧力及び／又はタッチ面積が小さいほど静電容量の変化



(18) JP 6247651 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

量は小さくてもよく、タッチ圧力及び／又はタッチ面積が大きいほど静電容量の変化量は
大きくてもよい。
【００７３】
　　具体的に、プロセッサ１４０は、タッチ入力装置１３０のタッチ圧力感知モジュール
２０００又はタッチ位置－圧力感知モジュール５０００を通じてタッチ入力装置１３０に
加えられる客体１０の圧力による静電容量の変化量を測定し、測定された静電容量の変化
量からタッチ圧力を算出することができる。タッチ入力装置１３０にタッチされる客体１
０により発生する静電容量の変化量は、複数の感知セルそれぞれの静電容量の変化量の合
計で測定することができる。例えば、図２ａに示されたように、客体１０によってタッチ
入力装置１３０に入力されたタッチが、一般的なタッチの場合の静電容量の変化量の合計
は２である。また、図２ｂに示されたように、客体１０によってタッチ入力装置１３０に
入力されたタッチが、圧力が加えられたタッチである場合の静電容量の変化量の合計は５
７０（＝９０＋７０＋７０＋７０＋７０＋５０＋５０＋５０＋５０）である。
【００７４】
　　また、具体的に、プロセッサ１４０は、タッチ入力装置１３０のタッチ位置感知モジ
ュール１０００又はタッチ位置－圧力感知モジュール５０００を通じてタッチ入力装置１
３０に対する客体１０の近接による静電容量の変化量を測定し、測定された静電容量の変
化量からタッチ面積を算出することができる。例えば、図３ａに示されたように、タッチ
入力装置１３０にタッチされる客体１０の面積がａの場合の静電容量の変化量は９０（＝
５０＋１０＋１０＋１０＋１０）である。また、図３ｂに示されたように、タッチ入力装
置１３０にタッチされる客体１０の面積がｂの場合の静電容の量変化量は３１０（＝５０
＋４５＋４５＋４５＋４５＋２０＋２０＋２０＋２０）である。この時、図３ａ及び図３
ｂの場合、全て客体１０でタッチ入力装置１３０をタッチの際に印加される圧力の大きさ
は０であるか、又は同一であってもよい。
【００７５】
　　特に、本発明の実施形態によるプロセッサ１４０は、タッチ入力装置１３０に対して
直接的にタッチしないが、指のような客体がタッチ入力装置１３０で静電容量の変化を引
き起こす程度にタッチ入力装置１３０に十分に近く近接したホバー（ｈｏｖｅｒ）を認識
することができる。
【００７６】
　　例えば、タッチ入力装置１３０の表面から客体が約２ｃｍ以内に位置する場合に、プ
ロセッサ１４０はタッチ入力装置１３０のタッチ位置感知モジュール１０００又はタッチ
位置－圧力感知モジュール５０００を通じてタッチ入力装置１３０に対する客体１０の近
接による静電容量の変化量を測定し、測定された静電容量の変化量から前記客体の存在の
有無とともに客体の位置を算出することができる。
【００７７】
　　客体の動きがタッチ入力装置１３０に対するホバーリングと認識されるために、ホバ
ーリングによりタッチ入力装置１３０で発生する静電容量の変化量が、一般的なタッチ入
力装置１３０で発生する静電容量の誤差より大きいことが好ましい。
【００７８】
　　このような客体のホバーリングの間に発生するタッチ入力装置１３０における静電容
量の変化量の大きさは、タッチ入力装置１３０に対する直接的なタッチの静電容量の変化
量の大きさより小さくてもよい。以下で、タッチ入力装置１３０に対するタッチは、ホバ
ーリングを含んでもよい。例えば、ホバーリングの場合、タッチ圧力及び／又はタッチ面
積が最も小さい場合に分類されてもよい。
【００７９】
　　したがって、プロセッサ１４０は、タッチ入力装置１３０で発生する静電容量の変化
量を検出してタッチがあったかどうか、そして、タッチの位置及びタッチ圧力の大きさ又
はタッチ面積を算出し、及び／又はタッチに対する静電容量の変化量を測定することがで
きる。
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【００８０】
　　プロセッサ１４０は、測定された静電容量の変化量及び測定された静電容量の変化量
から算出されたタッチ位置、タッチ圧力の大きさ、タッチ面積のうち少なくとも何れか一
つを制御器１１０に伝送する。この時、制御器１１０は、プロセッサ１４０から伝送され
た静電容量の変化量を用いてタッチ時間を計算することができる。
【００８１】
　　具体的に、タッチ入力装置１３０に対するタッチがホバーリングである場合、制御器
１１０は、静電容量の変化量が第１所定値以上及び第２所定値以下に維持される時間を測
定することによって、客体がタッチ入力装置１３０にタッチされた時間を計算することが
できる。ここで、前記第１所定値は、ホバーリングと認識され得る静電容量の変化量の最
小値であってもよく、前記第２所定値は、ホバーリングと認識され得る静電容量の変化量
の最大値であってもよい。例えば、前記第１所定値が２０であり、前記第２所定値が５０
である時、図４ａに示されたように、静電容量の変化量が２０以上５０以下に維持される
時間が８ｔであるため、ホバーリングによるタッチ時間は８ｔである。
【００８２】
　　また、タッチ入力装置１３０に対するタッチが直接的なタッチである場合、制御器１
１０は、静電容量の変化量が前記第２所定値を超過して維持される時間を測定することに
よって、客体がタッチ入力装置１３０にタッチされた時間を計算することができる。例え
ば、前記第２所定値が５０である時、図４ｂに示されたように、静電容量の変化量が５０
を超過して維持される時間が２ｔであるため、直接的なタッチによるタッチ時間は２ｔで
ある。
【００８３】
　　制御器１１０は、プロセッサ１４０から伝達された静電容量の変化量、タッチ位置及
びタッチ圧力の大きさ、タッチ面積のうち少なくとも何れか一つに基づいて、タッチ入力
装置１３０に対するタッチがメニューに進むための入力なのかを判断し、メニューに進む
ための入力が存在する場合、メニューをディスプレイして、メニューに対する操作のため
の全般的な動作を制御することができる。具体的に、制御器１１０は、プロセッサ１４０
から伝達された静電容量の変化量、タッチ位置及びタッチ圧力の大きさ、タッチ面積のう
ち少なくとも何れか一つに基づいて算出された、メニューにディスプレイされたアイコン
に入力されたタッチ圧力の大きさ、タッチ面積、及びタッチ時間のうち少なくとも一つが
変更されることによって、前記ディスプレイされたアイコンと異なるアイコンをメニュー
にディスプレイすることができる。この時、アイコンに入力されたタッチとは、アイコン
上に直接タッチがなされた場合だけでなく、前記アイコンの選択のための任意の位置のタ
ッチを含んでもよい。アイコンに入力されたタッチは、必ずしも前記アイコン上に位置す
る必要はない。
【００８４】
　　また、制御器１１０は、プロセッサ１４０から伝達された静電容量の変化量、タッチ
位置及びタッチ圧力の大きさ、タッチ面積のうち少なくとも何れか一つに基づいて算出さ
れた、ディスプレイされたアイコンに入力されたタッチ圧力の大きさ、タッチ面積、及び
タッチ時間のうち少なくとも何れか一つにより、メニューにディスプレイされたアイコン
に入力されたタッチの解除の有無を判断し、メニューにディスプレイされたアイコンに入
力されたタッチが解除されたと判断される場合、前記アイコンに割り当てられたアクショ
ンを実行することができる。
【００８５】
　　また、制御器１１０は、プロセッサ１４０から伝達された静電容量の変化量、タッチ
位置及びタッチ圧力の大きさ、タッチ面積のうち少なくとも何れか一つに基づいて、タッ
チ入力装置１３０に入力されたタッチがメニューの終了条件を満たすのかを判断し、前記
タッチ入力装置１３０に入力されたタッチがメニューの終了条件を満たすと判断される場
合、前記メニューを終了することができる。
【００８６】
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　　発明の実施形態による制御器１１０は、アプリケーションプロセッサ（ａｐｐｌｉｃ
ａｔｉｏｎ ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）であってもよい。アプリケーションプロセッサは、携
帯用電子装置において命令解釈、演算、及び制御等の機能を遂行することができる処理装
置である。
【００８７】
　　発明の実施形態によるメニュー操作装置１００は、メモリ１２０をさらに含んでもよ
い。
【００８８】
　　メモリ１２０は、制御器１１０の動作のためのプログラムを格納することができ、入
出力されるデータを臨時に格納することもできる。例えば、発明の実施形態によるメモリ
１２０は、メニューに進むためのタッチ入力装置１３０に対するタッチの条件を格納して
いてもよい。また、メモリ１２０は、メニューにディスプレイされるアイコン（ｉｃｏｎ
）を格納していてもよい。また、メモリ１２０は、メニューにディスプレイされるアイコ
ンに割り当てられたアクションが実行されるタッチの条件を格納していてもよい。また、
メニューを終了するためのタッチ入力装置１３０に対するタッチの条件を格納していても
よい。メモリ１２０は、フラッシュメモリタイプ（ｆｌａｓｈ ｍｅｍｏｒｙ ｔｙｐｅ）
、ハードディスクタイプ（ｈａｒｄ ｄｉｓｋ ｔｙｐｅ）、マルチメディアカードマイク
ロタイプ（ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ ｃａｒｄ ｍｉｃｒｏ ｔｙｐｅ）、カードタイプのメ
モリ（例えば、ＳＤ又はＸＤメモリなど）、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ ａｃｃｅｓｓ ｍｅｍ
ｏｒｙ）、ＳＲＡＭ（ｓｔａｔｉｃ ｒａｎｄｏｍ ａｃｃｅｓｓ ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯ
Ｍ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ ｅ
ｒａｓａｂｌｅ ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲ
ＯＭ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ ｍｅｍｏｒｙ）、磁気メモリ、磁
気ディスク、光ディスクのうち少なくとも一つのタイプの格納媒体を含んでもよい。
【００８９】
　　図５は、実施形態によるメニューの操作方法を説明するためのフローチャートである
。
【００９０】
　　図５を参照すると、発明の実施形態によるメニューの操作方法は、タッチ入力装置に
入力された信号が所定の条件を満たすタッチなのかを判断する段階（Ｓ５１０）、所定の
条件を満たすタッチと判断されれば、メニューをディスプレイする段階（Ｓ５２０）、メ
ニューを操作する段階（Ｓ５３０）、メニューの終了条件を判断する段階（Ｓ５４０）、
及びメニューを終了する段階（Ｓ５５０）を含んでもよい。
【００９１】
　　図６は、実施形態によるメニューの操作方法を例示する。
【００９２】
　　以下では、タッチ入力装置に入力された信号が所定の条件を満たすタッチなのかを判
断する段階（Ｓ５１０）を、図６を参照して詳しく説明する。
【００９３】
　　メニュー操作装置１００の大型化に伴い、使用者がメニュー操作装置１００を片手で
持ってタッチ入力装置１３０を操作するには困難さがある。すなわち、使用を所望するア
イコンが使用者の親指２０８の到達範囲２２２より外部に存在したり、他のページに存在
するために、使用者は、メニュー操作装置１００を持っている使用者の親指２０８だけで
全てのアイコンに割り当てられたアクションを実行することができなくなる。
【００９４】
　　この時、使用者は、もう一方の手を使って使用を所望するアイコンを選択することが
できるが、状況によっては、使用者がもう一方の手を通じたアイコン選択が難しかったり
不可能な場合があり得るため、これは利便性の側面から改善の余地がある。
【００９５】
　　また、使用者が、メニュー操作装置１００で実行するゲーム、特にリアルタイムで進
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行するゲームをする中に様々な段階の入力を通じてのみ特定メニューを実行できる場合、
特定メニューを実行するための様々な段階の入力に所要される時間の間は使用者がゲーム
の中のキャラクターを操作できないため、使用者がゲームをする上で不便さがあった。例
えば、リアルタイム戦闘ゲームにおいて、使用者がゲームの中のキャラクターの武器を交
替しようとする場合、武器を交替する時間の間は相手方のキャラクターからの攻撃にさら
されることになる。
【００９６】
　　したがって、本発明の実施形態においては、このような不便さ及び問題点を解決する
ために、メニューを操作する技術を提供することにする。ここで、メニューは、少なくと
も一つのアイコンを含んでもよく、前記アイコンは、タッチ入力装置１３０に表示される
小さい絵柄、記号又はテキストであって、メニュー操作装置１００で実行され得るアプリ
ケーション（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）、ファイル又はフォルダなどを表わすことができ
る。該当アイコンをタッチなどによって実行する場合、該当アイコンに対応するアプリケ
ーションがメニュー操作装置１００で実行されたり、ファイル又はフォルダが開かれるな
どのアイコンに割り当てられたアクションが実行されてもよい。また、前記アイコンは、
メニュー操作装置１００で実行されるゲーム内のアイコンであってもよい。該当アイコン
をタッチなどによって実行する場合、該当アイコンに割り当てられたアクションがゲーム
中に実行されてもよい。本発明の実施形態によるタッチ入力装置１３０は、使用者が指な
どでスクリーンを単純に接触（タッチ）することにより、コンピューティングシステムを
操作することができる。
【００９７】
　　タッチ入力装置１３０に対するタッチが所定の条件を満たす場合、メニューに進むこ
とができる。
【００９８】
　　前記所定の条件は、客体がタッチ入力装置１３０の或る位置にあらかじめ決まった時
間以上タッチされる条件であってもよい。具体的に、タッチ入力装置１３０に最初にタッ
チが入力された後、あらかじめ決まった時間の間連続してタッチが維持されるが、タッチ
の位置の変化が所定の範囲内である条件であってもよい。
【００９９】
　　このようなメニューに進むために入力されるタッチには、タッチ入力装置１３０に対
する直接的なタッチ以外にホバーリング（ｈｏｖｅｒｉｎｇ）も含む。
【０１００】
　　また、前記所定の条件は、客体がタッチ入力装置１３０に所定の圧力及び／又は所定
の面積以上でタッチされる条件であってもよい。例えば、前記所定の条件は、タッチ入力
装置１３０に、図２ｂに示されたように、圧力による静電容量の変化量の合計が５７０以
上でタッチされる条件であってもよい。また、前記所定の条件は、タッチ入力装置１３０
に図３ｂに示されたように、面積による静電容量の変化量の合計が３１０以上でタッチさ
れる条件であってもよい。または、これらの組み合わせが前記所定の条件として設定され
てもよい。
【０１０１】
　　また、前記所定の条件は、客体がタッチ入力装置１３０に特定のパターンでタッチさ
れる条件であってもよい。例えば、前記所定の条件は、指２０８でタッチ入力装置１３０
にハート形態のパターンをタッチする条件であってもよい。
【０１０２】
　　また、前記所定の条件は、客体がタッチ入力装置１３０に特定の位置からドラッグ（
ｄｒａｇ）される条件であってもよい。例えば、前記所定の条件は、指２０８でタッチ入
力装置１３０の外側領域をタッチした後、タッチ入力装置１３０の内側領域にドラッグす
る条件であってもよい。
【０１０３】
　　そして、前記所定の条件は、客体がタッチ入力装置１３０に特定のリズムでタッチさ
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れる条件であってもよい。例えば、前記所定の条件は、指２０８でタッチ入力装置１３０
に連続して２回タッチする条件であってもよい。
【０１０４】
　　ここで、前記所定の条件は、相互に組み合わせてもよい。例えば、前記所定の条件は
、指２０８がタッチ入力装置１３０に連続して２回タッチされるが、２回目のタッチが所
定の圧力以上であるか、又は、所定の面積以上でタッチされる条件であってもよい。この
時、１回目のタッチは所定の圧力未満であるか、又は、所定の面積未満でタッチされる条
件であってもよい。
【０１０５】
　　したがって、客体がタッチ入力装置１３０に、或る位置にあらかじめ決まった時間以
上タッチされる条件、所定の圧力の大きさ以上でタッチされる条件、所定の面積以上でタ
ッチされる条件、特定のパターンでタッチされる条件、特定の位置からドラッグされる条
件、特定のリズムでタッチされる条件などの条件は、相互に組み合わせてもよい。
【０１０６】
　　このような所定条件は、メモリ１２０に格納されていてもよい。制御器１１０は、メ
モリ１２０を参照してタッチ入力装置１３０に対する入力が前記所定の条件を満たすのか
どうかを判断することができる。
【０１０７】
　　図７ａないし図７ｃは、第１実施形態による多様なメニューを示す。
【０１０８】
　　以下では、所定の条件を満たすタッチと判断されれば、メニューをディスプレイする
段階（Ｓ５２０）及びメニューを操作する段階（Ｓ５３０）を、図７を参照して第１実施
形態によるメニューを詳しく説明する。
【０１０９】
　　タッチ入力装置１３０のタッチが前記所定の条件を満たす場合、メニュー２１４がタ
ッチ入力装置１３０の一部の領域にディスプレイされてもよい。
【０１１０】
　　メニュー２１４は、一つ以上のアイコン２１６をディスプレイすることができる。具
体的に、図７ａに示されたように、メニュー２１４はアイコン２１６を複数の行でディス
プレイすることができる。また、図７ｂに示されたように、メニュー２１４はアイコン２
１６を複数の列でディスプレイすることができる。そして、図７ｃに示されたように、メ
ニュー２１４はアイコン２１６を複数の行及び複数の列でディスプレイすることができる
。ここで、アイコン２１６は、使用者がお気に入りのアイコンとして事前に登録されたア
イコンであってもよい。
【０１１１】
　　図７ａないし７ｃにおいて、メニュー２１４は、アイコン２１６を含む四角ボックス
（ｂｏｘ）形態の枠で例示されているが、これは単に実施形態に過ぎず、このようなメニ
ュー２１４は必ずしも視覚的に際立つように表示される必要はない。例えば、メニュー２
１４は、透明に処理されてアイコン２１６だけが視覚的に確認できるようにディスプレイ
されてもよい。このように構成することによって、メニュー２１４による画面遮蔽領域を
最小化にすることができる。
【０１１２】
　　メニュー２１４にディスプレイされるアイコン２１６をタッチして、アイコン２１６
に割り当てられたアクションが実行されてもよい。
【０１１３】
　　また、アイコン２１６にタッチされた客体をタッチ入力装置１３０と離隔させる動作
でアイコン２１６に入力されたタッチを解除（ｒｅｌｅａｓｅ）することにより、アイコ
ン２１６に割り当てられたアクションが実行されてもよい。具体的に、使用者は、メニュ
ー２１４に指２０８をタッチして所望するアイコン２１６を選択した後、入力されたタッ
チを解除してアイコン２１６に割り当てられたアクションを実行することができる。この
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時、選択されたアイコン２１６が所望するアイコンでない場合、所望するアイコンを選択
するためには、メニュー２１４にタッチされた指２０８をスライディングして所望するア
イコンを選択した後、入力されたタッチを解除すれば所望するアイコンに割り当てられた
アクションを実行することができる。このように、アイコン２１６に入力されたタッチを
解除することによってアイコン２１６に割り当てられたアクションが実行される場合、ア
イコン２１６に割り当てられたアクションを実行させるための別途のタッチが必要でない
ので、もう少し簡単にアイコン２１６に割り当てられたアクションを実行することができ
る。
【０１１４】
　　また、実施形態により、一度のタッチを通じてメニュー２１４のディスプレイ、アイ
コン選択、及びアイコンの実行が成されてもよい。例えば、所定の条件を満たすタッチを
通じてメニュー２１４がディスプレイされてもよい。この時、使用者はタッチを解除せず
に、かつ所望するアイコン２１６で位置を変更させないながらも、メニュー２１４ディス
プレイのためのタッチ位置で該当タッチの圧力及び／又は面積のレベルを調節して、選択
されるアイコン２１６を選ぶことができる。実施形態により、アイコン２１６のそれぞれ
は、自身に割り当てられたタッチ圧力、タッチ面積及び／又はタッチ時間レベルがある場
合、メニュー２１４内において陰影／ボールド／明暗／色／点滅などの区分方法を通じて
選択されたことが表示されてもよい。または、実施形態により、指がメニュー２１４内の
アイコン２１６を遮って、どのアイコン２１６が選択されたのか分からない場合などに備
え、選択されたアイコン２１６はディスプレイ画面の上側（好ましくは、指で遮られない
領域）に表示されてもよい。使用者は、所望するアイコン２１６が選択される時まで、タ
ッチ圧力／タッチ面積／タッチ時間を調節しながらタッチを維持することができる。その
後、所望するアイコン２１６が選択された場合、使用者は該当タッチ位置でタッチを解除
することによって、該当アイコン２１６が実行されてもよい。または、実施形態により所
望するアイコン２１６が選択された場合、該当タッチをスライディングしてメニュー２１
４内の該当アイコン２１６位置に指を位置させた後、タッチを解除することによって該当
アイコン２１６が実行されてもよい。または、実施形態により所望するアイコン２１６が
選択された場合、メニュー２１４以外の位置に選択確認のためにディスプレイされた（例
えば、指で遮られない領域である上側にディスプレイされた）アイコン２１６で該当タッ
チをスライディングしてアイコン２１６上に指を位置させた後、タッチを解除することに
よって該当アイコン２１６が実行されてもよい。本段落の説明は、メニュー２１４に一つ
のアイコンがディスプレイされ、他のアイコンで代替されることを除き、図８の第２実施
形態にも同様に適用されてもよい。この時、メニュー２１４には、一つのアイコン２１６
のみがディスプレイされるので、アイコン２１６が選択された時に、陰影／ボールド／明
暗／色／点滅などで、選択されたことが特別な方式で表示される必要がないことは、当業
者には自明である。
【０１１５】
　　図８ａ及び図８ｂは、第２実施形態によるメニューを示す。
【０１１６】
　　以下では、所定の条件を満たすタッチと判断されれば、メニューをディスプレイする
段階（Ｓ５２０）及びメニューを操作する段階（Ｓ５３０）を、図８を参照して第２実施
例によるメニューを詳しく説明する。
【０１１７】
　　また、以下では、第１実施形態と同じ点に対しては、重複した記載を避けるために省
略することにする。したがって、第１実施形態と異なる点を中心に説明することにする。
【０１１８】
　　第２実施形態によるメニューがディスプレイされる段階（Ｓ５２０）は、事前に登録
されたアイコンのうち少なくとも一つがディスプレイされる第１段階及び入力されたタッ
チの圧力の大きさ、タッチ面積及びタッチ時間のうち少なくとも一つが変更されることに
よって、ディスプレイされたアイコンと異なるアイコンが少なくとも一つディスプレイさ



(24) JP 6247651 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

れる第２段階を含んでもよい。
【０１１９】
　　具体的に、図８ａに示されたように、メニュー２１４には、第１アイコン２１７がデ
ィスプレイ（第１段階）されてもよく、図８ｂに示されたように、第２アイコン２１８が
ディスプレイ（第２段階）されてもよい。具体的には、メニュー２１４には、第１アイコ
ン２１７がディスプレイ（第１段階）されてもよく、続いて第１アイコン２１７が削除さ
れてもよく、続いて第２アイコン２１８がディスプレイ（第２段階）されてもよい。
【０１２０】
　　より具体的に、メニュー２１４にディスプレイされるアイコンは、タッチ圧力の大き
さ及び／又はタッチ面積による静電容量の変化量によって変更されてもよい。
【０１２１】
　　例えば、静電容量の変化量の合計が０ないし４００の間の値を有すると仮定する場合
、最も小さい値を有する０超過ないし１００の範囲の静電容量の変化量の合計に対しては
第１レベルで、その次に大きい値を有する１００超過ないし２００の範囲の静電容量の変
化量の合計に対しては第２レベルで、その次に大きい値を有する２００超過ないし３００
の範囲の静電容量の変化量の合計に対しては第３レベルで、そして最も大きい値を有する
３００超過ないし４００の範囲の静電容量の変化量の合計に対しては第４レベルで計算す
ることができる。
【０１２２】
　　したがって、第１レベルである場合、図８ａに示されたように、メニュー２１４に第
１アイコン２１７がディスプレイされてもよく、第２レベルである場合、図８ｂに示され
たように、メニュー２１４に第２アイコン２１８がディスプレイされてもよく、第３レベ
ル及び第４レベルである場合、第３アイコン及び第４アイコン（図示せず）がそれぞれデ
ィスプレイされてもよい。
【０１２３】
　　この時、使用者の所望するアイコンがディスプレイされなかった場合、タッチ圧力の
大きさ及び／又はタッチ面積を調節して所望するアイコンがディスプレイされるようにす
ることができる。
【０１２４】
　　例えば、図８ａに示されたように、メニュー２１４に第１アイコン２１７がディスプ
レイされた第１段階において、第２アイコン２１８に割り当てられたアクションを実行し
ようとする場合、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積を調節して、図８ｂに示され
たように、メニュー２１４に第２アイコン２１８がディスプレイされる第２段階に変更さ
れてもよい。
【０１２５】
　　使用者の所望するアイコンがディスプレイされた場合、メニュー２１４にディスプレ
イされるアイコン２１７、２１８をタッチして、アイコン２１７、２１８に割り当てられ
たアクションが実行されてもよい。また、アイコン２１７、２１８に入力されたタッチを
解除することによって、アイコン２１７、２１８に割り当てられたアクションが実行され
てもよい。このように、アイコン２１６に入力されたタッチを解除することによって、ア
イコン２１６に割り当てられたアクションが実行される場合、アイコン２１６に割り当て
られたアクションを実行させるための別途のタッチが必要ないので、もう少し簡単にアイ
コン２１６に割り当てられたアクションを実行することができる。
【０１２６】
　　この時、例えば、第４レベルに該当する第４アイコンに割り当てられたアクションを
実行しようとする時、アイコンに割り当てられたアクションを実行するために入力された
タッチを解除する場合、タッチを解除する過程でタッチレベルが第４レベルから第３レベ
ルないし第１レベルを過ぎてタッチが解除されるだろう。この時、各レベルに留まる時間
があらかじめ決まった時間より短い時は、該当レベルへの選択が成されないように設定す
ることによって、タッチを解除する時に間違ったレベルに選択されるエラーを防止するこ
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とができる。これにより、タッチを解除する場合のように急激にタッチ圧力の大きさ及び
／又はタッチ面積が変化する時の間違った選択が成されることが防止されてもよい。した
がって、第４レベルを選択してタッチを解除する場合、最後のレベルである第１レベルで
選択されるエラーが防止されてもよい。
【０１２７】
　　ここで、図８ａ及び図８ｂには、メニュー２１４に各レベルに対して１個のアイコン
がディスプレイされるように図示したが、必ずしもこれに限定される訳ではなく、あるレ
ベルに対しはメニュー２１４にディスプレイされるアイコンは２個以上であってもよい。
したがって、第１レベルである場合、２個のアイコンがメニュー２１４にディスプレイさ
れ、第２レベルである場合、前記２個のアイコンと異なる２個のアイコンがメニュー２１
４にディスプレイされてもよい。
【０１２８】
　　メニュー２１４に２個以上のアイコンがディスプレイされた状態では、メニュー２１
４に入力されたタッチを解除することによってアイコンに割り当てられたアクションを実
行させる場合、メニュー２１４にタッチされた指２０８をスライディングして所望するア
イコンを選択した後、入力されたタッチを解除してアイコンに割り当てられたアクション
を実行することができる。
【０１２９】
　　反面、メニュー２１４に１個のアイコンのみディスプレイされた状態では、メニュー
２１４に入力されたタッチを解除することによってアイコンに割り当てられたアクション
を実行させる場合、すでにメニュー２１４にディスプレイされたアイコンが使用者の所望
するアイコンであるため、別途のアイコン選択の過程なしにタッチを解除することだけで
前記アイコンに割り当てられたアクションが実行されてもよい。
【０１３０】
　　例えば、使用者が第２アイコン２１８に割り当てられたアクションを実行させること
を所望する場合、所定の条件を満たすタッチでメニュー２１４をディスプレイさせ、タッ
チ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積を調節して第２アイコン２１８がメニュー２１４に
ディスプレイされるようにした後、前記タッチを解除すれば、メニュー２１４にディスプ
レイされた第２アイコン２１８に割り当てられたアクションが直ちに実行されてもよい。
【０１３１】
　　また、メニュー２１４にディスプレイされるアイコンは、タッチ時間によって変更さ
れてもよい。具体的に、タッチ時間が０ｔないし１２ｔの間の値を有すると仮定した場合
、０ｔ超過ないし３ｔの範囲のタッチ時間に対しては第１レベルで、その次に大きい値を
有する３ｔ超過ないし６ｔの範囲のタッチ時間に対しては第２レベルで、その次に大きい
値を有する６ｔ超過ないし９ｔの範囲のタッチ時間に対して第３レベルで、そして最も大
きい値を有する９ｔ超過ないし１２ｔの範囲のタッチ時間に対しては第４レベルで計算す
ることができる。
【０１３２】
　　したがって、第１レベルである場合、図８ａに示されたように、メニュー２１４に第
１アイコン２１７がディスプレイされてもよく、第２レベルである場合、図８ｂに示され
たように、メニュー２１４に第２アイコン２１８がディスプレイされてもよく、第３レベ
ル及び第４レベルである場合、第３アイコン及び第４アイコン（図示せず）がそれぞれデ
ィスプレイされてもよい。
【０１３３】
　　この時、使用者の所望するアイコンがディスプレイされなかった場合、タッチ時間を
調節して所望するアイコンがディスプレイされるようにすることができる。
【０１３４】
　　例えば、図８ａに示されたように、メニュー２１４に第１アイコン２１７がディスプ
レイされた第１段階において、第２アイコン２１８に割り当てられたアクションを実行し
ようとする場合、タッチ時間を調節して図８ｂに示されたように、メニュー２１４に第２
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アイコン２１８がディスプレイされる第２段階に変更されてもよい。
【０１３５】
　　所望するアイコンがディスプレイされるようにしようとする場合、所望するアイコン
が過ぎ去っていない場合、使用者の所望するアイコンがディスプレイされる時までタッチ
を維持して所望するアイコンを選択することができる。しかし、所望するアイコンが過ぎ
去った場合には、再び戻して選択することができない。
【０１３６】
　　このような場合、所定の最大タッチ時間を過ぎてタッチを維持すれば、再び始めにデ
ィスプレイされたアイコンを選択できるようにすることで、所望するアイコンを選択する
ことができる。
【０１３７】
　　具体的に、タッチ時間が第４レベルを超過すると、タッチレベルが再び第１レベルか
らスタートし、この時再び第１アイコン２１７がディスプレイされてもよい。その後、タ
ッチ時間が増加するにつれ、第２レベル、第３レベル、及び第４レベルの順序でアイコン
がディスプレイされてもよい。
【０１３８】
　　また、前記と異なり、タッチ時間が第４レベルを超過すると、タッチレベルが第３レ
ベルに下げられて、この時再び第３アイコン（図示せず）がディスプレイされてもよい。
【０１３９】
その後、タッチ時間が増加するにつれ、逆の順序で第２レベル、第１レベルとレベルが低
くなって、第１レベルに到達すると再び第２レベル、第３レベルの順序で増加するように
アイコンがディスプレイされてもよい。
【０１４０】
　　その後、選択されたアイコンに割り当てられたアクションを実行する方法は、前記タ
ッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積によってアイコンがディスプレイされる場合と同
じである。
【０１４１】
　　この時、タッチ時間によりメニュー２１４にディスプレイされるアイコンが変更され
る場合、使用者の所望するアイコンをメニュー２１４にディスプレイさせるために所定の
時間が所要される。これに反し、タッチ圧力の大きさ又はタッチ面積によりメニュー２１
４にディスプレイされるアイコンが変更される場合、使用者の所望するアイコンをメニュ
ー２１４にディスプレイさせるために、メニュー２１４に入力されたタッチのタッチ圧力
の大きさ又は面積を調節するようになるので、より少ない時間が所要される。
【０１４２】
　　この時、タッチ面積によりメニュー２１４にディスプレイされるアイコンが変更され
る場合、タッチ圧力を感知するハードウェアが無くても、本実施形態によるメニューディ
スプレイ動作を具現することができる。一方、タッチ圧力の大きさによりメニュー２１４
にディスプレイされるアイコンが変更される場合、タッチ圧力の大きさが線形的に調節さ
れ得るという長所がある。また、使用者の所望するアイコンをメニュー２１４にディスプ
レイさせるために、メニュー２１４に入力されたタッチのタッチ圧力の大きさを調節する
ことが相対的に容易である。さらに、スタイラスのような客体を使用する場合にも、タッ
チ圧力の大きさを調節することが容易である。
【０１４３】
　　図９は、実施形態によるメニューの終了方法を例示する。
【０１４４】
　　以下では、メニューの終了条件を判断する段階（Ｓ５４０）及びメニューを終了する
段階（Ｓ５５０）を、図９を参照して詳しく説明する。
【０１４５】
　　図９に示されたように、メニュー２１４は、メニュー２１４上、又は、メニュー２１
４外部に位置した終了マーク３０３をタッチすることによって終了してもよい。
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【０１４６】
　　また、メニュー２１４は、メニュー２１４にタッチされた客体を終了マーク３０３に
位置するようにスライディングした後、入力されたタッチを解除して終了してもよい。
【０１４７】
　　これは単に例示に過ぎず、メニュー２１４はアイコンの実行によって終了してもよい
。また、メニュー２１４は、メニュー２１４がディスプレイされる領域の外部領域をタッ
チするか、又は、メニュー２１４にタッチされた客体をメニュー２１４がディスプレイさ
れる領域の外部領域に位置させた後、入力されたタッチを解除して終了してもよい。また
は、メニュー２１４に進んだ後に所定の時間（例えば、１０秒）以上タッチ入力がない場
合にも、メニュー２１４を終了してもよい。または、実施形態によりアイコン２１６の選
択が該当アイコン２１６をタッチせずに、タッチを解除する場合にもメニュー２１４が終
了してもよい。例えば、タッチ圧力及び／又はタッチ面積を調節してアイコン２１６の選
択がなされた後、指のスライディング等を通じて選択されたアイコン２１６で位置させず
に、タッチを解除する場合にもメニュー２１４を終了してもよいものである。これは、使
用者の利便により、一つ以上の選択された方法で実行されてもよい。
【０１４８】
　　上記で検討したように、実施形態によるメニュー操作装置１００は、メニュー２１４
の操作で、使用者の指２０８が届かない領域に位置したり、他のページにあるアイコンに
割り当てられたアクションを使用者が容易に素早く実行することができる利点がある。
【０１４９】
　　また、以上において、実施形態を中心に説明したが、これは単に例示に過ぎず、本発
明を限定する訳ではなく、本発明が属する分野における通常の知識を有する者であれば、
本実施形態の本質的な特徴を外れない範囲で、以上に例示されない様々な変形と応用が可
能であることが分かるはずである。例えば、実施形態に具体的に示された各構成要素は、
変形して実施することができるものである。そして、このような変形と応用に係る相違点
は、添付の特許請求の範囲において規定する本発明の範囲に含まれるものと解釈されるべ
きである。
【符号の説明】
【０１５０】
　 １００　　メニュー操作装置　　　１１０　　制御器
　 １２０　　メモリ　　　　　　　　１３０　　タッチ入力装置
　　１４０　　プロセッサ　　　　　　２１４　　メニュー
　　２１６　　アイコン　　　　　　　３０３　　終了マーク
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